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○倉敷芸術科学大学学内ワークスタディ規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、倉敷芸術科学大学（以下「本学」という。）の学部学生を、教育的配

慮の下に学内ワークスタディ学生スタッフ（以下「学生スタッフ」という。）として本学

の業務に補助的に従事させ、職業観及び勤労観を涵養するとともに、学生に対する一層の

経済的支援を図ることを目的とする。 

（対象業務） 

第２条 学内ワークスタディの対象とする業務は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 本学の教育研究にかかる補助的業務 

(2) 本学の学生相互のサポートに係る補助的業務 

(3) その他学長が適当と判断する業務 

（身分） 

第３条 学生スタッフの身分は、学校法人加計学園兼務職員規程第２条に規定する兼務職員

とする。 

（業務の申請） 

第４条 学生スタッフにより業務の遂行を希望する部署の長は、別に定める学内ワークスタ

ディ業務申請書及び学生スタッフ任用計画書（様式１）を作成し、学長に提出する。 

（業務の選定） 

第５条 学内ワークスタディの業務は、学長が決定する。ただし、第２条第１号及び第２号

の業務については、学内ワークスタディ業務申請書及び学生スタッフ任用計画書の承認を

もって選定があったものとする。 

（募集及び選考） 

第６条 学生スタッフの募集及び選考は、次の各号に掲げるところにより行う。 

(1) 学生スタッフを希望する学生は、学生課においてスタッフ登録を行う。 

(2) 募集は、学内ワークスタディの業務毎に個別に行う。 

(3) 学内ワークスタディの業務への従事を希望する学生は、別に定める学内ワークスタ

ディ従事申請書（様式２）を学生課に提出する。 

(4) 選考は、当該業務を担当する部署長が、面接等により実施する。 

（雇用手続き等） 

第７条 学生スタッフの雇用手続きや労働条件等については、「学校法人加計学園兼務職員
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規程」及び「倉敷芸術科学大学兼務職員の雇用手続きに関する申合せ」による。 

（契約期間） 

第８条 学生スタッフの契約期間は、１会計年度の範囲内で定める。 

（勤務時間） 

第９条 学生スタッフの勤務時間は、修学上の支障が生じないよう教育的配慮をしなければ

ならない。 

（業務指導） 

第10条 業務を担当する部署長は、学生スタッフの業務遂行にあたり、適切な業務指導を

行うものとする。 

（実施報告） 

第11条 学生スタッフの契約期間が終了したときは、業務を担当する部署長は、別に定め

る学内ワークスタディ実施報告書（様式３）を学長に提出する。 

（守秘義務） 

第12条 学生が学生スタッフとして業務上知り得た情報は、他に漏らしてはならない。ま

た、当該学生が学生スタッフの業務を離れた場合も、同様とする。 

（事務） 

第13条 学内ワークスタディに関する事務は、学生課が行う。 

（その他） 

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

（改廃） 

第15条 この規程の改廃は、学生生活委員会及び大学協議会の審議を経て、学長が決定す

る。 

附 則 

この規程は、令和元年９月11日から施行する。 

附 則（令和２年１月８日第９回大学協議会） 

この改正規程は、令和２年１月８日から施行する。 

附 則（令和５年７月12日 決裁） 

この改正規程は、令和５年7月12日から施行する。 
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